
（無料、秘密厳守）

※いずれも区役所１階相談室
◆弁護士による法律相談（予約制）
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）
　　　13：15～15：15�
定員　６名（先着順）
相談時間　１人20分程度
申�込み　相談日の２日前から開始までに電話� �
または窓口で
問�　地域力推進室まちづくり推進担当
　　（☎754-8769　平日の８：30～17：00）
◆行政書士による困りごと相談
日時　８月13日（木）��14：00～16：00
問�　京都府行政書士会（☎692-2500）
◆行政相談委員による行政相談
日時　７月27日（月）��13：30～15：00
問�　京都行政監視行政相談センター
　　（☎802-1100）

◆胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診
○�胸部（結核・肺がん）検診（胸部Ｘ線検査）
※�毎月第１・３月曜日９：00～10：30、区役所１階
14番窓口で受付
対象　15歳以上（肺がん検診は40歳以上）
　�（65歳以上の方は、感染症法により年１回の
検診が義務付けられています）

費�用　無料（問診の結果、喀痰検査が必要な方
は1,000円　※免除制度あり）

申込み　当日受付
○�大腸がん検診（便潜血検査）
※�火曜日・木曜日９：00～11：00、区役所２階26番
窓口で受付（11月まで）

対象　40歳以上　　費用　300円�※免除制度あり
申�込み　検査容器は区役所２階健康長寿推進課ま
で取りに来ていただくか、郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・性別・電話番号・検査容器
送付希望と記入のうえ、実施日の15日前まで
に、「〒604-8491 � 中京区西ノ京左馬寮町28��
京都予防医学センター大腸がん検診係」へ郵便
はがきまたは封書により郵送で取り寄せ
問�　健康長寿推進課健康長寿推進担当
　　（☎371-7292）
◆介護保険料通知書を送付します
　65歳以上（第１号被保険者）の方に、７月下旬
までに、令和２年度介護保険料の確定額をお知
らせする通知書をお送りします。年金からの引
き落とし（特別徴収）に該当しない方は、同封の
納付書で納めてください（口座振替登録済みの
方を除く）。新規口座振替希望の方は、口座のあ
る金融機関または郵便局でお申し込みください。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響など
により、次のいずれかに該当する場合は、申請
により減免が受けられる場合があります。
※�減免の対象となる方
・�新型コロナウイルス感染症により、生計維持
者が死亡した、または重篤な傷病を負った場合
・�新型コロナウイルス感染症の影響により、生
計維持者の事業・給与などの収入が前年に比
べて10分の３以上減少する場合（その他所得
要件があります）
問�　健康長寿推進課高齢介護保険担当
　　（☎371-7228）

推計人口 男性 女性 世帯数
82,487人 38,046人 44,441人 48,265世帯

（令和２年６月１日現在）

〒 600-8588　下京区西洞院通塩小路上る　☎371-7101
下京区役所

相談

保健福祉

◆福祉医療費受給者証（子ども医療を除く）の更新
　前年の所得などを基に８月からの受給資格の
判定を行い、受給資格のある方には新しい受給
者証を、資格喪失された方には資格喪失通知書
を７月末に送付します。
※�判定に所得証明などの書類の提出が必要な場
合があります。

※�ひとり親家庭等医療については更新申請書
（現況届）が必要です。
〇�更新の際に所得超過などの理由により資格喪
失となった方でも、所得の修正や世帯構成に
変更があった場合、対象となることがありま
す。その場合は再度申請してください。

〇�前年の所得により判定を行うため、前回、所
得超過により資格喪失された方でも対象とな
ることがあります。その場合は８月に申請し
てください。

※�重度障害老人健康管理費については７月中に
申請してください。

問�　 ひとり親家庭等
医療

子どもはぐくみ室
子育て推進担当
（☎371-7218）

重度心身障害者
医療

障害保健福祉課
障害難病支援担当
（☎371-7217）

老人医療 健康長寿推進課
高齢介護保険担当
（☎371-7228）

重度障害老人
健康管理費

保険年金課
保険給付・年金担当
（☎371-7254）

◆国民健康保険からのお知らせ
●新しい高齢受給者証の送付
　市国民健康保険に加入の70歳～74歳の方に、
新しい高齢受給者証を７月中に送付します。
問�　保険年金課資格担当（☎371-7252）
◆後期高齢者医療制度からのお知らせ
●後期高齢者医療保険料通知書の送付
　令和２年度の保険料の金額と７月以降の保険
料の納付方法を今月中旬にお知らせします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響など
により、次のいずれかに該当するときは、申請
により特例減免が受けられる場合があります。
※�特例減免の対象となる世帯
・�新型コロナウイルス感染症により、世帯主な
どの生計維持者（以下、世帯主など）が重篤な
傷病を負った、または死亡した場合

・�新型コロナウイルス感染症の影響により、世
帯主などの事業などの収入が前年に比べて
10分の３以上減少した場合（その他所得要件
があります）

問�　保険年金課資格担当（☎371-7252）
●新しい減額認定証・限度証の送付
　８月以降も引き続き交付要件（※１）を満たし
ている方には、７月中に新しい後期高齢者医療
限度額適用・標準負担額減額認定証（以下、減額
認定証）を郵送します。
　また、後期高齢者医療限度額適用認定証（以
下、限度証）についても、今年度から再度の申
請が不要となります。８月以降も引き続き交付
要件（※２）を満たしている方には、７月中に新
しい限度証を郵送します。
　ただし、世帯に所得不明者がいる場合などに
は、交付申請を行っていただく必要があります。
　７月中に新しい減額認定証・限度証が届かな
い場合には、保険年金課にご相談ください。
※１�保険証の負担割合が「１割」で、世帯全員

が住民税非課税の場合
※２�保険証の負担割合が「３割」で、世帯内の

被保険者全員の住民税課税所得が690万円
未満の場合

問�　保険年金課保険給付・年金担当
　　（☎371-7254）

保険年金

※いずれも申込み不要
◆自然観察会～植物の観察～
日時　８月15日（土）��13：30～15：00
集合場所　緑の館
費用　200円（いのちの森入園料）
◆花とみどりの相談
　草花や樹木の育て方など、「緑」についての
様々な質問に専門家がお答えします。
日時　毎週水曜日・土曜日
　　　10：00～12：00　13：00～16：00
場所　緑の館２階　花とみどりの相談所ブース
費用　無料

◆鏡のある部屋、貸し出し中！
　ダンスや演劇の練習にご活用ください。
日時　平日・土曜日　10：00～21：00
　　　日曜日・祝日　10：00～18：00
　　　（年末年始・水曜日を除く）
費�用　年齢により異なります。詳しくはウェブ
サイトをご覧になるか、直接お問い合わせく
ださい。

◆おたのしみ会
※いずれも申込み不要、費用無料
日時・内容　
　８月13日（木）��11：00～
　　�あかちゃん向け絵本の読みきかせとふれあい

遊びなど
◆テーマ別図書の展示と貸し出し
場所　特設コーナー
８月　平和関連図書・宇宙への旅
◆特別展示
場所　エレベーター前ホール
７月～８月　修徳児童館作品展

移動図書館「こじか号」巡回　☎801-4196
日時　８月３日（月）��10：00～10：40
場所　西大路小学校

◆「椅子ビクス講座」のご案内
　椅子に座って体操をします。心・頭・体をリフ
レッシュしませんか。
日時　８月５日（水）��10：00～11：30
場所　センター和室
対象　市内在住60歳以上の方
定員　18名（先着順）　　費用　無料
持ち物　動きやすい服装、タオル、飲み物
申�込み　７月29日（水）９：30～電話または窓口
で事前申込み

〒 600-8835　下京区観喜寺町 56-3　☎352-2500
梅小路公園

下京青少年活動センター
〒 600-8202　下京区川端町 13　☎353-7750

メール shimogyo@ys-kyoto.org

〒 600-8449　下京区新町通松原下る　☎351-8196
https：//www2.kyotocitylib.jp/

下京図書館

〒 600-8166　下京区花屋町通室町西入　☎341-1730
下京老人福祉センター

※ご協力をお願いします！
　京都市では、新型コロナウイルス感染症対策支援
を目的とした寄付金を受け付けています。
　いただいた寄付金は「京都市新型コロナウイルス
感染症対策支援�支え合い基金」に積み立て、医療機
関・医療従事者や市民・事業者の皆さまへの支援、検
査や感染症拡大防止に活用させていただきます。
　ぜひ、皆さまのご協力をよろしくお願い� �
いたします。　　　　　詳しくはこちら→ 
問�　行財政局総務部総務課
　　ふるさと納税担当（☎222-3044）

市政情報総合案内コールセンター

８：00〜21：00（年中無休）
京都いつでもコール

電子メール（ホームページ）

※おかけ間違いにご注意ください。

検索 京都いつでもコール

市　民　し　ん　ぶ　ん　下京区版 　 第295号　　令和2年7月15日　（4）再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ウィット ( ☎ 072-668-3275)　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


